
■国土に関する諸計画の体系
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基本とする

基本とする

一体として

作成する
全国計画

全国レベルの

国土利用のあり方

都道府県計画

都道府県レベルの

国土利用のあり方

市町村計画

市町村レベルの

国土利用のあり方

土地利用基本計画

都道府県レベルの土地利用

の調整と大枠の方向づけ

（1）計画図（５万分の1）

五地域区分

（２）計画書

土地利用の調整等に

関する事項

全国計画

広域地方計画

都市地域

農業地域

森林地域

自然公園地域

自然保全地域

国土形成計画 国土利用計画

国土利用計画法国土形成計画法

国
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都 市 計 画 法

農業振興地域の整備
に 関 す る 法 律

森 林 法

自 然 公 園 法

自 然 環 境 保 全 法

（都道府県が作成）

土地取引の規制
・許可基準
・勧告基準

適合する

土 地 基 本 法

都市計画区域

農業振興地域

国有林

地域森林計画対象民有林

国立公園・国定公園

都道府県立自然公園

原生自然環境保全地域

自然環境保全地域

都道府県自然環境保全地域

基
本
と
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る
（
一
体
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能
）

国の各種計画
社会資本整備重点計画

住生活基本計画

交通政策基本計画

食料・農業・農村基本計画

水循環基本計画

国土強靭化基本計画

等

基本とする
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